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令和８年度徳島県奨学生募集の手引き 

 

 

 Ⅰ 徳島県奨学金について  

１ 趣 旨 
 

  勉学に意欲を持ちながら、経済的理由により修学が困難な高等学校、専修学校高等課

程、特別支援学校高等部及び中等教育学校の後期課程（以下「高等学校等」という。）

並びに高等専門学校に在学する方に対して奨学金を貸与する制度です。 

 

２ 申請要件（申請できる条件） 
 

(1) 県内に住所を有する者の子であること。 

なお、父及び母がともにいない場合は、その子が県内に住所を有すること。 
 
(2) 高等学校等に在学していること。ただし、通信制の課程、別科又は専攻科（看護科

を除く。）は除く。 
 
(3) 経済的理由により修学が困難と認められること。 
 
(4) 次の修学資金等を受給しないこと。 

・母子及び父子並びに寡婦福祉法の規定による修学資金 

・徳島県社会福祉協議会が行う修学資金 

・徳島県高等学校定時制課程及び通信制課程修学奨励金貸与条例の規定による修学奨

励金 

(5) 過去に同程度の学校を修了し又は卒業した者でないこと。 

 

３ 奨学金の貸与 

  (1) 貸与月額 

区 分 国公立 私 立 

高等学校 
専修学校高等課程 
特別支援学校高等部 
中等教育学校の後期課程 

自宅通学 
18,000 円 
13,000 円 
 8,000 円 

30,000 円 
20,000 円 
10,000 円 

自宅外通学 
23,000 円 
18,000 円 
13,000 円 

35,000 円 
25,000 円 
15,000 円 

※貸与月額は、それぞれの区分内にある 3 種類の中から選択できますが、貸与決定通知後の変更

はできません。（区分変更の場合を除く） 

 

  (2) 貸与する期間 

 令和８年４月から高等学校等の正規の修業年限が終了する月までです。 

 

 

在学申請（高校生用） 
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 (3) 利息の定め 

 無利息です。 

 ただし、返還期日までに返還しない場合は、延滞利息を徴収する場合があります。 

(4) 奨学金の貸与予定（初年度のみ年３回、次年度以降は年４回の貸与） 

 貸与予定日 貸与相当月 

第１回 ７月末日 ４月～ ９月（６か月分） 

第２回 １０月末日 １０月～１２月（３か月分） 

第３回 １月末日 １月～ ３月（３か月分） 

※次年度に継続貸与する場合は、５月末日を追加して３か月分ずつ年４回の貸与となります。 

(5) 次の学年も継続して貸与を受ける場合は、毎年度当初に継続手続が必要です。 

(6) 貸与申請時に連帯保証人及び保証人の設定が必要となります。 

 

４ 奨学金の返還 

  (1) 奨学金は、卒業後又は辞退・退学等により貸与が終了した後、必ず返還しなければ

なりません。また、貸与終了後、速やかに「奨学金借用証書」の提出が必要です。 

  (2) 返還は、卒業後又は貸与決定を取り消された月の翌月から起算して６か月を経過し

た後、２０年以内に、一括返還、年賦、半年賦、月賦（口座振替又は納付書払い）の

方法により返還しなければなりません。 

  (3) 災害、盗難、疾病、負傷、失業、生活困窮、進学等により奨学金を返還することが

困難な場合は、返還が猶予される場合があります。ただし、返還猶予を申請する年度

に発行の在学証明書等の理由を証明できる書類が必要です。 

  (4) 返還するときの目安は次の表のようになります。 

【返還総額及び最低月賦額の目安（例）】（※貸与期間を３年間とした月払いの場合） 

 
通学方法 貸与月額 

返還総額 

（貸与総額） 
返還回数 返還年月 最低月賦額 

最終回の 

月賦額 

国
公
立 

自 宅 通 学 

18,000 円 

13,000 円 

 8,000 円 

648,000 円 

468,000 円 

288,000 円 

240 回 

174 回 

107 回 

20 年    

14 年   6 月 

8 年 11 月 

2,700 円 

2,700 円 

2,700 円 

2,700 円 

900 円 

1,800 円 

自宅外通学 

23,000 円 

18,000 円 

13,000 円 

828,000 円 

648,000 円 

468,000 円 

240 回 

240 回 

174 回 

20 年    

20 年    

14 年   6 月 

3,450 円 

2,700 円 

2,700 円 

3,450 円 

2,700 円 

900 円 

私 

立 

自 宅 通 学 

30,000 円 

20,000 円 

10,000 円 

1,080,000 円 

720,000 円 

360,000 円 

240 回 

240 回 

134 回 

20 年    

20 年    

11 年   2 月 

4,500 円 

3,000 円 

2,700 円 

4,500 円 

3,000 円 

900 円 

自宅外通学 

35,000 円 

25,000 円 

15,000 円 

1,260,000 円 

900,000 円 

540,000 円 

240 回 

240 回 

200 回 

20 年    

20 年    

16 年   8 月 

5,250 円 

3,750 円 

2,700 円 

5,250 円 

3,750 円 

2,700 円 
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 Ⅱ 申請について  

１ 申請書類 

  (1) 提出書類一覧 

申 請 書 類 備     考 

ア 奨学金貸与申請書 様式第１号その１ 

（※連帯保証人及び保証人の設定が必要です。） 

イ 住民票  同一生計を営む家族全員の住民票 

ウ 在学証明書 ・県内の学校に在学の方：学校が用意 

・県外の学校に在学の方：個人で学校に発行を申請して用意 

エ 所得証明書  市町村長が発行する最新の所得証明書 

 ※所得証明書の写し及び源泉徴収票は不可。 

 ※同一生計を営む家族全員（就学前、修学中の方は除く。）の

証明書。所得が０円でも必ず必要です。 

オ 誓約書  様式第３号 

 ※連帯保証人及び保証人の実印を押印してください。 

カ 連帯保証人及び保証人

の印鑑登録証明書 

 誓約書（様式第３号）に添付。 

 ※連帯保証人及び保証人の要件は、(2)参照。 

キ 保証人（連帯保証人）の

所得証明書 

 誓約書（様式第３号）に添付。 

（※別生計の人を連帯保証人に設定した場合は、連帯保証人の所

得証明書も必要です。） 

ク 特別控除確認用書類 例：学生証の写し、障害者手帳の写し 等 

 （※特別控除の事情ごとの確認用書類を添付してください。た

だし、就学を理由とする特別控除の場合、義務教育の就学者

については、生年月日により確認できますので書類添付の必

要はありませんが、高等学校以上の者については、学生証の

写し等の書類添付が必要です。） 

ケ 奨学金受取用口座確認

書類 

例：通帳又はキャッシュカードの写し等で銀行、支店、口座名義

人、種別、及び口座番号が確認できるものを添付。 

※「ア」及び「オ」については、記載例等を参照して作成してください。 

 (2) 連帯保証人及び保証人の要件 

①共通 

 ・成年者で独立の生計を営む者 

 ・貸与申請年度の４月１日に１８歳以上６５歳未満の者 

②連帯保証人 

 ・原則として保護者（申請者が１８歳以上の場合は、その者の学費等を支弁し 

ている者） 

 ・生活保護受給者でないこと 

③保証人 

 ・奨学生（連帯保証人）と別生計の者 
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※「連帯保証人」「保証人」とは 
 連帯保証人は、債務者（奨学生）と同様の債務を負います。返還が滞った場合は、たとえ奨学生
本人に支払能力や財産があったとしても、連帯保証人は請求に応じ、返還しなければなりません。 
 保証人は、債務者（奨学生）及び連帯保証人に支払能力や財産がない場合に、代わって支払う
責任を負います。 連帯保証人にはない保証人の権利として、「分別の利益」「催告の抗弁
権」「検索の抗弁権」があります。 

 

２ 募集期間及び申請書類の提出先 

 県内の学校に在学する場合と県外の学校に在学する場合では、募集期間及び提出先が

異なりますので留意してください。 

 

  (1) 県内の学校に在学する方 

募集期間：在学する学校が設定する締切を厳守してください。 

提 出 先：在学する学校 

 

  (2) 県外の学校に在学する方 

募集期間：令和８年４月１日（水）から令和８年５月２２日（金）〔１７時必着〕まで  

提 出 先：徳島県教育委員会 生涯学習課 修学支援担当（県庁９階） 

提出方法：持参又は郵送 

 

 

 

 

 

 

 

３ その他 

(1) 予算の範囲内で貸与を行うため、要件を満たして申請しても奨学生として採用され

ない場合があります。 

(2) 経済的理由により修学が困難であるとする基準は、世帯の総所得（※）から特別控

除額（６ページ別表）を引いた金額が、次の認定所得基準表に記載の金額以下になる

場合です。 
 

  認定所得基準表 

世帯員数 2 人 3 人 4 人 5 人 6 人 7 人 8 人 

総 所 得 261 万円 326 万円 379 万円 431 万円 489 万円 554 万円 620 万円 

    ※世帯の総所得：所得証明書記載の個々の所得の合計額であり、収入額（年収）ではありません。 

 

  

所在地 〒７７０－８５７０ 

    徳島県徳島市万代町１丁目１番地 

宛 先 徳島県教育委員会 生涯学習課 修学支援担当 

電 話 ０８８－６２１－３１３２ 
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 (3) 奨学金貸与申請書等は、次の場所で配布しています。 

・徳島県内の高等学校等 

・徳島県教育委員会生涯学習課 

・県民ふれあいセンター（県庁１階） 

・徳島合同庁舎、吉野川合同庁舎 

・西部総合県民局（美馬庁舎・三好庁舎）、南部総合県民局（阿南庁舎・美波庁舎） 等  

また、徳島県ホームページからもダウンロードできます。 

(4) 徳島県ホームページにおいて、徳島県奨学金に関する内容を掲載していますので、

参照してください。 
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別表１ 特別控除額表               

 

       特別の事情               特別控除額 

１  母子・父子世帯であること                                        ９９万円 

２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 就学者のいる世帯であること 

 （申請者本人の控除も右表に準 

 じて行う） 

 小  学  校                       ３１万円 

 中  学  校                       ４６万円 

  自宅通学 自宅外通学 

 高 等 学 校 

 

国・公立   ３９万円   ６９万円 

私  立   ８８万円 １１８万円 

 高等専門学校 

（１～３年次） 

国・公立   ３９万円   ６９万円 

私  立   ８８万円 １１８万円 

 高等専門学校 

（４・５年次） 

国・公立   ４３万円   ７２万円 

私  立   ８７万円 １１６万円 

 大 学 ・ 短 大 

 

国・公立   ７４万円 １２１万円 

私  立 １３３万円 １８０万円 

専
修
学
校 

高等課程 

 

国・公立   ３９万円   ６９万円 

私  立   ８８万円 １１８万円 

専門課程 

 

国・公立  ３６万円  ８１万円 

私  立 １０２万円 １４７万円 

３ 

 

 障害のある人のいる世帯である 

 こと 

 障害のある人１人につき 

                                     ９９万円 

４ 

 

 長期療養を要する人のいる世帯 

 であること 

 療養のために経常的に特別な支出をしている年間 

 金額 

５ 

 

 主たる家計支持者が別居してい 

 る世帯であること 

 別居のために特別に支出している年間金額 

 （ただし、７１万円を限度とする） 

６ 

 

 

 

 火災、風水害又は盗難等の被害 

 を受けた世帯であること 

 

 

 日常的な生活を営むために必要な資材又は生活費 

 を得るための基本的な生産手段（田・畑・店舗等） 

 に被害があって、将来長期にわたって、支出増又 

 は収入減になると認められる年間金額 
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記載例・高校生用

様式第１号（第３条関係）その１

奨学金貸与申請書

年 月 日△△△△ ◇ □
徳島県知事 殿

徳島県奨学金貸与条例の規定による奨学金の貸与を受けたいので，徳島県奨学金貸与条例施行規則第
３条第１項の規定により，次のとおり関係書類を添えて申請します。

年ふりがな 生
月 日生奨 学 花 子 月日 □□□□年４ △

しょうがく は な こ

申請者氏名

088-621-3144〒７７０－８５７０ 自宅：

申請者住所 電話徳島市万代町１丁目１番地
△△△△-□□□□○○マンション△△号室 携帯：090-

088-621-3144〒 自宅：

家族の住所 電話同 上
××××-□□□□携帯：090-

科
立 学校 課程 第 学年徳島県 ○○商業高等 全日制 商業 １

類
在学中の学校

通 学 形 態 自宅通学 ・ 自宅外通学

年 月 年 月入 学 年 月 卒業予定年月２０２６ ４ ２０２９ ３

科
立 学校 課程 卒業 修了 中退・ ・

類在学したこと
がある学校

在学期間 年 月 から 年 月まで

貸与希望 貸与希望１３，０００ 円
申 請 事 項 月３６

月 額 高等専門学校４・５年 月 数

奨 学 金 金融機関名 本支店名 種目 普通○○銀行 △△支店
受 取 用 口 座

0 １ ２ ３ ４ ５ ６口 座 番 号

奨 学 花 子（ ）右詰め フリガナ

ショウガク ハ ナ コ

名 義

年 月 日生
ふりがな 生年

△△△△ ○ ○
月日連 氏 名 奨 学 太 郎

しょうがく た ろ う

帯
088-621-3144〒 自宅：

住 所 電話保 同 上
：証

携帯：090- -×××× □□□□

万円人 年続 柄 父 職業 会社員 １２３
収

ふりがな 生年
年 月 日生

氏 名 月日
△△△△ □ □徳 島 次 郎

保

と く し ま じ ろ う

088-621-3132〒□□□－□□□□ 自宅：

住 所 電話証
徳島県徳島市○○町○丁目○番地

△△△△ □□□□△△アパート□号室 携帯：090- -

人
万円続 柄 職業お じ ２３４会社員 年

収

注１ この様式は,徳島県奨学生採用候補者として決定を受けた後高等学校等へ進学した
者以外の者が貸与の申請を行う場合に使用すること。

２ 「申請者氏名」欄は，申請者本人が自署すること。
３ 「家族の住所」欄は，申請者と家族が住所を異にする場合に記入すること。
４ 「在学したことがある学校」欄は，在学中の学校以外に高等学校，専修学校の高等

課程又は高等専門学校に在学したことがある場合に記入すること。
５ 「貸与希望月額」欄は，在学中の学校，通学形態又は学年の区分に応じ，貸与を希

望する額を記入すること。
６ 「奨学金受取用口座」欄は，申請者本人の口座を記入すること。

募集期間内 の日付 。学校へ提出した日（ ) ）

西暦・和暦どちらでも可。和暦の場合は

漢字で記入する（以下同じ 。）

年収（収入）額を記入。

住民票の住所。アパート名等も記入。

貸与を受けようとする月
数を記入。通常は卒業
予定年度の３月までの
月数。

申
請
者
（
生
徒
）
が
必
ず
氏
名

等
を
自
署
す
る
。

申
請
者
の
住
所
と
異
な
る
場
合
必
ず
記
入
す
る
。

申
請
者
と
同
じ
場
合
は
「
同
上
」
で
も
可
。

自
宅
と
携
帯
電
話
の
両
方
あ
る

場
合
は
，
全
て
記
入
す
る
。

自
宅
と
携
帯
電
話
が
両
方
あ
る

場
合
は
，
全
て
記
入
す
る
。

銀行,農協,信金等の金融機関。

ん。ゆうちょ銀行は 取扱いできませ，

生
徒
本
人
の

名
義
に
限
る
。

申請者の住所と異なる場合は必ず記入する。
申請者と同じ場合は「同上」でも可。

自
宅
と
携
帯
電
話
が
両
方
あ
る

場
合
は
，
全
て
記
入
す
る
。

自宅通学者 → 住民票の住所(アパート名等まで)

自宅外通学者 → 現住地（寮名まで）

貸与月額表の区分等に応じて選

択。高校生は上段のみ記入。
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続 柄 氏 名 年齢 所得額 備 考

奨学 花子 ○○高等学校１年本人 円１５

奨学 太郎 １,２３４,５６７ ○○株式会社生 父 ４５ 円

計
奨学 育子 専業主婦を 母 ４５ ０円

一
奨学 英夫 △△高等学校３年自宅通学に 兄 １７ 円

す
円る

家
円族

の
円状

況
円

人 合計 円人数 ４ １,２３４,５６７

特別な

事 情

独立行政法人日本学生支援
受給中・決定済み・申請中・申請予定

機構奨学金(貸与型)他の奨学金

生活福祉資金
受給中・決定済み・申請中・申請予定等の受給

（教育支援費）

母子父子寡婦福祉資金貸付金又は申請の
受給中・決定済み・申請中・申請予定

（修学資金）

状 況
徳島県高等学校定時制課程

受給中・決定済み・申請中・申請予定
及び通信制課程修学奨励金

上記の申請について親権者として同意します。

父親権者氏名 続柄奨学 太郎

奨学 育子 母親権者氏名 続柄

注１ 「年齢」欄は，この申請書を提出する年度の４月１日現在の年齢を記入すること。

２ 「備考」欄は，次の事項を記入し，その内容を証明することができる書類を添付すること。

障がい者，６月以上の長期療養者又は本人と別居している者にあっては，その旨(１)

本人以外の就学者にあっては，在学する学校名及び学年(２)

３ 「特別な事情」欄は，火災，風水害，盗難等の被害世帯である場合にその旨を記入し，その内容を証明することができる書類

を添付すること。

４ 「他の奨学金等の受給又は申請の状況」欄は，現に貸与若しくは貸付けの決定を受け，又は貸与若しくは貸付けの申請をし，

若しくは申請をする予定であるものの状況について，該当するものを○で囲むこと。

５ 「親権者氏名」については，親権者（親権者がいない場合は，後見人その他の保護者）が自署すること。

所得は，所得証明書に記載されて るい
額を記載してください。市町村によって

，「 」「 」表記が違いますが 総所得 合計所得

等で示されている場合が多いです。

・勤務先の会社名

・在学中の学校名，学年，通学形態

・障がい者，長期療養者 等の

特別控除に関する事由を記入して

ください(提出時点における内容)｡

・本人以外の就学者で，義務教育を

終えている方については，学生証

のコピーを添付してください。

火災，風水害，盗難等の被害世帯である場合に，その旨を記入してください。

「上記」とは，本申請書全て（両面）

という意味です。親権者欄は，それぞれ

が必ず自署してください。

該
当
す
る
も
の
に
つ
い

て
記
入
す
る
（
○
印
）
。

親権者が1人の場合は，１人のみ記入してください。

申請者が１８歳以上の場合は，署名は不要です。
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様式第３号（第３条関係）                         記載例・高校生用  

誓  約  書 
 

 徳島県奨学金貸与条例の規定に基づき奨学金の貸与の決定を受けた場合は、奨学金貸与申請書の

記載内容及び以下の記載内容を確認し、同条例及び同条例に基づく規則その他の規程を固く守り、

学業に精励することを誓約します。また、奨学金の返還についても、関係規程を遵守し、返還の義

務を履行することを誓います。 
 

○○○○年  ○月 ○○日  
 

                 住所  

           本   人 

           （申請者） 氏名                     ㊞ 
                   

                                                            科 
                 学校     立      学校     課程      
                                           類 

                                    

                 住所 

           連帯保証人 

                 氏名                     ㊞ 

                                    

                 住所 

           保 証 人 

                 氏名                     ㊞ 

                                    

 貸与希望月額      １３，０００  円（高等専門学校第４学年及び第５学年             円） 
 

 貸 与 始 期   ２０２６年  ４月分から 
 

 貸 与 終 期      在学する学校の修業年限の終期（それ以前に貸与を終了した場合は、  

                その期日）まで 
 

 貸与希望総額   ４６８，０００  円（貸与終了時に金額が確定する。） 
 

 返還開始時期    貸与が終了した月の翌月から起算して６月経過した後 
 

 返還方法等    徳島県奨学金貸与条例施行規則第１０条の規定により提出する借用証書の 

記載内容による。ただし、借用証書の提出がない場合には、知事が定める方法 

及び金額とする。 

 

  徳島県知事   殿 
 

注１ 「本人」については、申請者本人が自署押印すること。 
 ２ 「連帯保証人」については連帯保証人が、「保証人」については保証人が自署押印すること。なお、

押印には実印を使用し、印鑑登録証明書を添付すること。 
 ３ 連帯保証人が申請者と同一生計でない場合は、収入額が確認できる書類を添付すること。 

 

徳島県徳島市万代町１丁目１番地 
マンション万代１０１号 

奨 学 花 子 

徳島県  ○○商業高等   全日制    商業 

徳島県徳島市万代町１丁目１番地 
マンション万代１０１号 

奨 学 太 郎 

徳島県徳島市○○町○丁目○番地 
△△アパート□号室 

徳 島 次 郎 

奨
学 

奨
学 

徳
島 

 

募集期間内の日付。 
「年」は、西暦、和暦どち
らでも可。 
和暦の場合は、前に年号
「令和」を記入。 
※「貸与始期」の「年」の
記入についても同じ。 

 
住所・氏名は必ず申請者（生徒）本人が自署すること。 
印は認印で可。ただし、インク浸透印（シャチハタ等）は使用不可。 

 
印鑑登録した印（実
印）を押印し、必ず
印鑑登録証明書を
添付すること。 

 
在学する学校、通学形態により貸与希望月額
を記入する。高校生は（ ）内の記載不要。 

 

住所・氏名は必ず連
帯保証人及び保証
人それぞれが自署
すること。 

 
貸与月額×12 月×貸与予定年数 

（例）13,000円×12 月×3年＝468,000 円 
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様式第１号（第３条関係）その１ 

奨学金貸与申請書 
 

年  月  日 
 
  徳島県知事   殿 
 
  徳島県奨学金貸与条例の規定による奨学金の貸与を受けたいので，徳島県奨学金貸与条例施行規則第３条第１
項の規定により，次のとおり関係書類を添えて申請します。 

ふ り が な 

申 請 者 氏 名 

 
生年 

月日 
 年 月 日生  

申 請 者 住 所 
〒 

電話 
自宅： 

携帯： 

家 族 の 住 所 
〒 

電話 
自宅： 

携帯： 

在学中の学校 

   立    学校    課程 科
類 

第  学年 

通 学 形 態 自宅外通学 ・ 自宅外通学 

入 学 年 月   年  月 卒業予定年月   年  月 

在学したことが 
あ る 学 校 

    立    学校    課程 科
類 

卒業･修了･中退 

在 学 期 間       年    月から      年    月まで 

申 請 事 項 
貸 与 希 望 

月 額 

                円 貸与希望 

月 数 
   月 

高等専門学校４・５年        円 

奨 学 金 

受 取 用 口 座 

金 融 機 関 名  本支店名  種目 普通 

口 座 番 号 

（右詰め） 
       

フリガナ 

名 義 

 

 

連
帯
保
証
人 

ふりがな 

氏  名 

 
生年 

月日 
 年  月  日生 

 

住  所 
〒 

電話 
自宅： 

携帯： 

続  柄  職業  年収 万円 

保
証
人 

ふりがな 

氏  名 

 
生年 

月日 
  年  月  日生  

住  所 
〒 

電話 
自宅： 

携帯： 

続  柄  職業  年収 万円 

注１ この様式は、徳島県奨学生採用候補者として決定を受けた後高等学校等へ進学した者以外の者が貸与
の申請を行う場合に使用すること。 

 ２ 「申請者氏名」欄は、申請者本人が自署すること。 
 ３ 「家族の住所」欄は、申請者と家族が住所を異にする場合に記入すること。 
 ４ 「在学したことがある学校」欄は、在学中の学校以外に高等学校、専修学校の高等課程又は高等専門

学校に在学したことがある場合に記入すること。 
 ５ 「貸与希望月額」欄は、在学中の学校、通学形態又は学年の区分に応じ、貸与を希望する額を記入す

ること。 
 ６ 「奨学金受取用口座」欄は、申請者本人の口座を記入すること。 
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生
計
を
一
に
す
る
家
族
の
状
況 

続 柄 氏 名 年齢 所得額 備 考 

本 人 
  

       円 
 

 
  

        円 
 

 
  

        円 
 

 
  

        円 
 

 
  

        円 
 

 
  

        円 
 

 
  

        円 
 

 
  

        円 
 

人 数     人 合計         円 
 

特別な 
事 情 

 

他の奨学金 
 

等 の 受 給 
 

又は申請の 
 

状   況 

独立行政法人日本学生支援 

機構奨学金（貸与型） 
受給中・決定済み・申請中・申請予定 

生活福祉資金（教育支援費） 受給中・決定済み・申請中・申請予定 

母子父子寡婦福祉資金貸付金 

（修学資金） 
受給中・決定済み・申請中・申請予定 

徳島県高等学校定時制課程 

及び通信制課程修学奨励金 
受給中・決定済み・申請中・申請予定 

 上記の申請について親権者として同意します。 
  

                      親権者氏名              続柄 
  
                      親権者氏名              続柄    

注１ 「年齢」欄は、この申請書を提出する年度の４月１日現在の年齢を記入すること。 
 ２ 「備考」欄は、次の事項を記入し、その内容を証明することができる書類を添付すること。 
  (１) 障がい者、６月以上の長期療養者又は本人と別居している者にあっては、その旨 
  (２) 本人以外の就学者にあっては、在学する学校名及び学年 
 ３ 「特別な事情」欄は、火災、風水害、盗難等の被害世帯である場合にその旨を記入し、その内容を証

明することができる書類を添付すること。 
 ４ 「他の奨学金等の受給又は申請の状況」欄は、現に貸与若しくは貸付けの決定を受け、又は貸与若し

くは貸付けの申請をし、若しくは申請をする予定であるものの状況について、該当するものを○で囲む
こと。 

 ５ 「親権者氏名」については、親権者（親権者がいない場合は、後見人その他の保護者）が自署するこ
と。  
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様式第３号（第３条関係） 

誓  約  書 
 

 徳島県奨学金貸与条例の規定に基づき奨学金の貸与の決定を受けた場合は、奨学金貸与申請書の

記載内容及び以下の記載内容を確認し、同条例及び同条例に基づく規則その他の規程を固く守り、

学業に精励することを誓約します。また、奨学金の返還についても、関係規程を遵守し、返還の義

務を履行することを誓います。 
 

年    月    日  
 

                 住所 

           本   人 

           （申請者） 氏名                     ㊞ 
                   

                                                            科 
                 学校     立      学校     課程      
                                           類 

                                    

                 住所 

           連帯保証人 

                 氏名                     ㊞ 

                                    

                 住所 

           保 証 人 

                 氏名                     ㊞ 

                                    

 貸与希望月額           円（高等専門学校第４学年及び第５学年             円） 
 

 貸 与 始 期       年    月分から 
 

 貸 与 終 期      在学する学校の修業年限の終期（それ以前に貸与を終了した場合は、  

                その期日）まで 
 

 貸与希望総額             円（貸与終了時に金額が確定する。） 
 

 返還開始時期    貸与が終了した月の翌月から起算して６月経過した後 
 

 返還方法等    徳島県奨学金貸与条例施行規則第１０条の規定により提出する借用証書の 

記載内容による。ただし、借用証書の提出がない場合には、知事が定める方法 

及び金額とする。 

 

  徳島県知事   殿 
 

注１ 「本人」については、申請者本人が自署押印すること。 
 ２ 「連帯保証人」については連帯保証人が、「保証人」については保証人が自署押印すること。なお、

押印には実印を使用し、印鑑登録証明書を添付すること。 
 ３ 連帯保証人が申請者と同一生計でない場合は、収入額が確認できる書類を添付すること。 

 


